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☆ライブ配信講座（特許審査審判中間手続（意見書・補正）） ⑽
☆ライブ配信講座（裁判例で学ぶ商標管理の実践的ノウハウ） ⑾
☆意匠制度初心者向けガイド みんなの意匠権 ⑿☆機能的特許クレーム………………………… ⑴

１　機能的特許クレームの問題点
（１）機能的特許クレームとは

機能的特許クレームとは、「特許請求の範囲」と
して記載された特許請求項（特許クレーム）中に、
発明の特定事項として機能により表現されている
部分がある場合を意味する。例えば、後記知財高
裁令和元年10月３日判決の事案では「凝血促進活
性を増大させる」との部分、後記東京地裁令和５

年６月９日判決の事案では、「離間付勢手段」との
部分が発明の特定事項として機能により表現され
ている部分である。

（２）特許庁審査基準

特許庁の「特許・実用新案審査基準」（2024年
５月１日更新版）第Ⅲ部第２章第４節に以下の記
載がある。
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